感染症発生時における
ケア的コホート担当職員の労働条件
１　期間
　　コホート担当職員は１４日間勤務を原則とします。
深刻な人員不足に陥った場合は、１４日以上の勤務となる可能性もあります。
２　就業の場所及び業務内容
　　清山会医療福祉グループの事業所：　　　　　　　　　　　で介護職員として勤務
３　労働時間
　　１日８時間（日勤・夜勤）とし、休憩時間は勤務状況に合わせて６０分以上を原則とします。
４　休日
　　１ヶ月単位の変形労働時間制の事業所は９日の公休を付与します（令和３年２月は
公休８日）。
　　コホート解除後、発生ユニット勤務後は３日以上の特別休暇を付与します。
　　※コホートに入ったシフトを含めた１ヶ月分の勤務表の公休数を確認してください。
５　手当等
	特 別 手当
	感染者コホート担当
	８，０００円／日（８時間）

	
	濃厚接触者コホート担当
	５，０００円／日（８時間）

	
	補充派遣
	交通費の実費相当

	準夜勤手当
	
	３，０００円／回

	深夜勤手当
	
	５，０００円／回


　　その他
・コホート担当期間及び待機期間は、希望者にホテル（朝食込み）を法人が準備します。
・勤務中の昼食は事業所の給食を用意します。
・ホテル滞在中の食費として１日上限１，２００円を実費弁償として法人が負担します。但し、収束後の特別休暇期間は、特別手当として１日１，０００円を支給します。
